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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当行は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方、運営方針を「コーポ
レート・ガバナンスに関する基本方針」に定めております。

○コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

・株主、お客さま、地域社会、職員等ステークホルダーの利益を考慮し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営の意思決定
の透明性・公正性を確保するとともに、迅速かつ果断な意思決定を行う適切なコーポレート・ガバナンス態勢を構築いたします。

・地域のお客さまに安心してお取引いただけるよう、地域金融機関としての社会的責任と公共的使命を十分認識し、コンプライアンスを重視する企
業風土の醸成に努めます。

・取締役会による業務執行の監督機能を一層充実させるため、社外取締役が役割を発揮するための態勢づくりに不断に取り組みます。

○当行の経営理念

　熱意・・・高知銀行は、限りない熱意をもって、地域の発展と暮らしの向上に貢献します。

　調和・・・高知銀行は、調和のとれた経営をもって、お客さまの信頼に応えます。

　誠実・・・高知銀行は、創意と誠実をもって、お客さまに奉仕します。

「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」

　コーポレート・ガバナンス　https://www.kochi-bank.co.jp/about/corporate-governance.html

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　当行は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全てを実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４】（政策保有株式）

(1)上場株式の政策保有に関する方針

　地域金融機関として、当行および投資先企業双方の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目的に、投資先企業との連携関係の維持・拡
大、地域貢献や資本コスト等の経済合理性などを踏まえて保有意義を判断し、その保有意義が認められる場合を除き、保有しないことを基本方針
とする。

(2)政策投資株式の保有意義検証

　政策保有株式については、保有目的に応じた便益や投資先の財務・業績等のリスク等が資本コストに見合っているか、将来の見通し等も踏まえ
て、投資先ごとの保有意義の妥当性を定期的に取締役会において検証する。

　政策保有の目的に照らし保有意義が薄れた株式については、配当利回りや株価の状況等の経済合理性を踏まえて適宜売却等を検討する。

(3)政策保有株式の議決権行使基準

　議決権行使にあたっては、投資先企業の中長期的な企業価値向上の観点を重視し、個別に議案への賛否を判断する。

　特に以下の議案については、十分な検証を行い賛否の適切性を確保する。

　・法令違反や反社会的行為などの不祥事が発生した企業の議案

　・取締役の解任、支配権の変動、組織改変などにより株式価値が大幅に変動することが予想される議案

　・前事業年度決算において赤字を計上するなど、業績が著しく悪化している企業の議案

　・敵対的買収の予防策など、株式価値の潜在的な変動要因等を発生させる議案等

【原則１－７】（関連当事者取引）

　取締役会規程において、取締役の競業取引、利益相反取引、自己取引については、あらかじめ取締役会での決議が必要である旨を規定してお
ります。

　また、関連当事者取引については、定期的に確認を行っております。

【原則２－６】（企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮）

　当行は確定拠出型年金制度を導入しており、基金型・規約型の確定給付企業年金及び厚生年金基金による運用は行っておりません。確定拠出
型年金の加入者の資産形成に資するため、複数の運用方法を選定するとともに、加入者の運用指図に必要な知識習得に向けた研修および情報
提供に努めております。

【原則３－１】（情報開示の充実）

(1)経営理念、経営計画

　経営理念、経営計画については、当行ホームページに記載しております。

　　経営理念　https://www.kochi-bank.co.jp/about/about_2.html



　　経営計画　https://www.kochi-bank.co.jp/pdf/20180926_chukikeiei.pdf

(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「１．基本的な考え方」に記載しております。

(3)取締役の報酬の決定方針・手続

　取締役（社外取締役を除く）の報酬については、基本報酬と業績連動型株式報酬で構成しており、社外取締役は基本報酬のみとしております。

　基本報酬の決定に当たっては、当行の業績を踏まえて、株主総会の決議によって定められた報酬限度額の範囲内で、役位毎の責任の重さに応
じて、指名報酬委員会に諮問のうえ、取締役会で決定することとしております。

　業績連動型株式報酬につきましても、指名報酬委員会に諮問のうえ、取締役会で決定することとしております。

(4)取締役・監査役候補の指名の方針と手続

　取締役、執行役員及び監査役の指名方針、ならびに選解任の基準・手続きにつきましては、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」に規
定しております。

　コーポレート・ガバナンス　https://www.kochi-bank.co.jp/about/corporate-governance.html

(5)取締役・監査役候補者の指名の理由

　「株主総会招集ご通知」に記載しております。

　　株主総会情報　https://www.kochi-bank.co.jp/inv/soukai_info.html

【補充原則４－１－１】（経営陣に対する委任の範囲）

　取締役会は、取締役会規程において決議事項・報告事項を定めております。また、経営会議やリスク管理委員会等の下位会議体においてもそ
れぞれ決議事項・報告事項を定めているほか、職務権限規程に基づいて、それぞれの職位に応じた権限を明確に規定しております。

【原則４－８】（独立社外取締役の選任）

　独立社外取締役3名を選任し、3名ともに独立役員として指定しており、取締役に占める独立社外取締役の割合は3分の1となっております。

【原則４－９】（独立社外取締役の判断基準）

　当行における独立役員の判断基準は、現在及び最近（注１）において、以下のいずれの要件にも該当しないこととしております。

　１．当行または当行の子会社において、現在または過去10年間に業務執行取締役又は使用人であった者

　２．当行を主要な取引先（注２）とする者、またはその者が法人である場合はその業務執行者

　３．当行の主要な取引先、またはその者が法人等である場合はその業務執行者

　４．当行から役員報酬以外に多額（注３）の金銭その他財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等

　５．当行を主要な取引先とするコンサルティング会社、会計事務所、法律事務所等の社員等

　６．当行から多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者

　７．当行の主要株主（注４）、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者

　８．次に掲げる者の二親等以内の近親者

　　ア．上記１．～７．に該当する者

　　イ．当行または当行の子会社の取締役、監査役及び重要な使用人等

　（注１）最近とは、実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、当該独立役員を社外取締役または社外監査役として選

　　　　　任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。

　（注２）主要な取引先とは、直近事業年度の支払額または受取額が売上高（当行の場合は連結経常収益）の2％以上

　（注３）多額とは、過去3年間平均で年間1,000万円以上

　（注４）主要株主とは、議決権の10％以上を保有する株主

【補充原則４－11－１】（取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方）

　取締役会のバランス及び多様性や規模に関する考え方は、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に定めております。　

　令和元年6月25日の定時株主総会以降の構成は、社内取締役6名（うち女性1名）、社外取締役3名（弁護士（女性）、公的機関出身者、行政出身
者）であり、取締役会としての知識・経験・能力等のバランスや多様性・規模を踏まえて選任しております。

　監査役4名のうち、1名は永年の税務行政を経験しており、税理士としての専門的見地も有しております。

【補充原則４－11－２】（役員の兼任状況）

　取締役・監査役の重要な兼職の状況につきましては、「株主総会招集ご通知」に添付しております「事業報告」や、「有価証券報告書」等で開示し
ております。なお、本報告書の提出日現在、取締役及び監査役の他の上場会社役員の兼任はありません。

【補充原則４－11－３】（取締役会の実効性の評価結果の概要）

　当行は、平成30年度の取締役会全体の実効性に関して、各取締役及び各監査役による評価に基づき、社外役員が中心となって分析・評価を実
施した結果、次のような観点から、概ね実効性が確保されているものと分析・評価しました。

　・取締役会は、新たに社外取締役1名を選任し3名体制としてバランスや多様性を高めており、客観的立場を踏まえた経営の監督機能を強化して
おります。また、社外役員は積極的に重要会議に出席して情報の収集や共有に努めており、取締役会ではそれぞれの見識に基づいた助言等を
行うなど、経営計画等に関する議論の活性化につなげております。

　・取締役会では、適切な審議がなされておりますが、社外役員に対する情報提供の充実、権限委譲による議案数の絞り込み、ポイントを絞った
説明による合理化など、引き続き運営面の工夫を図ることによって、より深度のある議論を行う必要があります。

　・取締役会の諮問機関として新たに指名報酬委員会を設け、経営幹部の指名等における客観性や透明性の確保に努めております。取締役会に
おいても、中長期的な視点による後継者育成計画など戦略的な議論をさらに深めていく必要があります。

【補充原則４－14－２】（取締役・監査役に対するトレーニングの方針）

　取締役・監査役が、それぞれの役割・責務を果たすために、外部研修や各種セミナーへの参加、ｅーラーニングの受講等、必要な情報や知識の
習得の機会を継続的に提供しており、必要な費用については当行が負担しております。

【原則５－１】（株主との建設的な対話に関する方針）

　　以下の方針に基づいて、株主との対話に前向きに取り組んでおります。



・株主との対話においては、当行の健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、建設的な対話が実現できるよう合理的な
範囲で前向きに対応します。

・株主との対話については総務部が担当し、担当取締役等と対応方針を検討したうえで適切に対応します。

・総務部は経営統括部と連携し、専門的見地に基づく意見交換を定期的に実施して株主との対話の充実に努めます。

・当行の経営戦略や事業環境等を株主に十分理解していただくため、株主総会や個別面談以外に、決算説明会や当行ホームページによる情報
開示を実施します。

・株主との対話において把握された意見等は、担当部から適宜・適切に経営陣に報告します。

・株主との対話に際しては、インサイダー取引の未然防止に関する法令や行内規程に従い、情報管理を徹底します。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口） 678,600 6.67

高知銀行持株会 451,559 4.44

日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口４） 370,400 3.64

日本マスタートラスト信託銀行（株）（信託口） 296,600 2.91

四国総合信用（株） 206,300 2.03

（株）技研製作所 169,700 1.67

（株）ヨンキュウ 167,400 1.64

日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口５） 139,100 1.36

損害保険ジャパン日本興亜（株） 137,400 1.35

（株）近森産業 107,900 1.06

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 銀行業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 13 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

永房　展子（北川　展子） 弁護士 ○

別役　壽夫 その他 ○

井奥　和男 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



永房　展子（北川　展子） ○

　当行との間に預金取引がありますが、通
常の銀行取引であり、取引の性質に照ら
して、株主・投資家の判断に影響を及ぼす
おそれはないと判断されることから概要の
記載を省略します。

　過去に社外取締役となること以外の方法で直
接企業経営に関与された経験はありません
が、弁護士としての豊富な経験と知見ならびに
高い法令遵守の精神を有しており、当行の取
締役会では、独立した立場から積極的に関与
し、社外取締役として業務全般にわたって適切
に助言および提言等を行っております。また、
女性ならではの視点を経営に活かしており、今
後も当行が進めて行く女性の活躍をはじめとす
る当行の多様性確保等に対して期待できるも
のです。これらのことを踏まえたうえで、銀行の
経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行でき
るものと判断し、社外取締役に選任しておりま
す。

　金融商品取引所が定める独立性の要件を満
たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがな
いと判断されることから、独立役員に指定して
おります。

別役　壽夫 ○

　当行との間に預金取引がありますが、通
常の銀行取引であり、取引の性質に照ら
して、株主・投資家の判断に影響を及ぼす
おそれはないと判断されることから概要の
記載を省略します。

　また、同氏は高知県信用保証協会の出
身であり当行と同信用保証協会との間に
預金取引がありますが、取引の性質に照
らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼ
すおそれはないと判断されることから概要
の記載を省略します。

　過去に社外取締役となること以外の方法で直
接企業経営に関与された経験はありません
が、長年にわたる高知県信用保証協会におけ
る豊富な経験、ならびに監事に携わった実績、
および中小企業診断士として専門的知見を有
しており、当行の取締役会では、社外取締役と
して業務全般にわたって適切に助言および提
言等を行っております。これらの要素を踏まえ
たうえで、銀行の経営管理を的確、公正かつ効
率的に遂行できるものと判断し、社外取締役に
選任しております。

　金融商品取引所が定める独立性の要件を満
たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがな
いと判断されることから、独立役員に指定して
おります。

井奥　和男 ○

　当行との間に預金取引がありますが、通
常の銀行取引であり、取引の性質に照ら
して、株主・投資家の判断に影響を及ぼす
おそれはないと判断されることから概要の
記載を省略します。

　また、同氏は公益財団法人高知県文化
財団の理事長であり、同財団法人との間
には通常の預金取引があります。同氏の
出身元である高知県とは、預金・貸出金
の取引があります。いずれの取引も規模
や性質に照らして、株主・投資家の判断に
影響を及ぼすおそれはないと判断される
ことから、概要の記載を省略します。

　直接企業経営に関与された経験はありませ
んが、高知県の行政分野における長年の豊富
な経験があり、また、現在公益財団法人高知
県文化財団理事長の要職にあり、幅広い見識
を備えている人物であります。その豊富な経験
を活かし、当行の持続的な成長と中長期的な
企業価値向上の観点からの助言が期待できる
ことから、社外取締役に選任しております。

　金融商品取引所が定める独立性の要件を満
たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがな
いと判断されることから、独立役員に指定して
おります。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 7 0 1 3 0 3
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 7 0 1 3 0 3
社外取
締役

補足説明

　取締役等候補者の指名及び取締役等の報酬に関する手続きの公正性、透明性、客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬
委員会を設置しております。

　指名報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、取締役・監査役の選任・解任（株主総会決議事項）や代表取締役の選定・解職、後継者計画に関
する事項のほか、業績連動型株式報酬を含む取締役等の報酬に関する事項などについて審議のうえ、答申を行っております。

委員会の構成ならびに出席状況は以下のとおりです。

　取締役：森下　勝彦（代表取締役）



　社外取締役：永房　展子（北川　展子）（委員長）、別役　壽夫、井奥　和男

　社外監査役：山田　浩、齊藤　照夫、府川　一

　事務局：総務部秘書室

　委員会は平成30年11月に設置し、平成30年度には委員会を1回開催して、執行役員の選任及び報酬などを審議しており、委員は全員出席しまし
た。本年度は本報告書提出日までに委員会を3回開催し、取締役等の選任や報酬について審議を行っております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 員数の上限を定めていない

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役会は、会計監査人から適時適切な報告を受けるほか、定期的な会合等を通じて監査実施状況等についての十分な意見交換を行ってお

り、独立性確保の前提のもとに相互間の連携の強化を図っております。また、内部監査部門である監査部から適時適切な報告を受けるほか、毎

月の監査評定会や監査講評時の立会い等を通じて、十分な意見交換を行っております。また、監査部は、監査役監査における指摘事項につい

て、監査実施の際にフォローを行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

山田　浩 他の会社の出身者 ○

齊藤　照夫 他の会社の出身者 ○

府川　一 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



山田　浩 ○

　当行との間に預金取引がありますが、通
常の銀行取引であり、取引の性質に照ら
して、株主・投資家の判断に影響を及ぼす
おそれはないと判断されることから概要の
記載を省略します。

　直接企業経営に関与した経験はありません
が、長年にわたる財務行政における豊富な経
験と知見を有していることから、客観的かつ透
明性をもって社外監査役としての役割を適切に
遂行できるものと判断し、社外監査役に選任し
ております。

　金融商品取引所が定める独立性の要件を満
たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがな
いと判断されることから、独立役員に指定して
おります。

齊藤　照夫 ○

　当行との間に預金取引がありますが、通
常の銀行取引であり、取引の性質に照ら
して、株主・投資家の判断に影響を及ぼす
おそれはないと判断されることから概要の
記載を省略します。

　また、同氏は高知県警察退職後、東京
海上日動火災保険株式会社に勤務してお
りましたが、当行と同社の取引について
は、取引の性質に照らして、株主・投資家
の判断に影響を及ぼすおそれはないと判
断されることから概要の記載を省略しま
す。

　直接企業経営に関与した経験はありません
が、警察行政において要職を歴任するなど、業
務執行の監査に求められる判断力、識見なら
びに高い法令遵守の精神を有していることか
ら、専門的見地から客観的かつ透明性をもって
社外監査役としての役割を適切に遂行できるも
のと判断し、社外監査役に選任しております。

　金融商品取引所が定める独立性の要件を満
たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがな
いと判断されることから、独立役員に指定して
おります。

府川　一 ○

　当行との間に預金取引がありますが、通
常の銀行取引であり、取引の性質に照ら
して、株主・投資家の判断に影響を及ぼす
おそれはないと判断されることから概要の
記載を省略します。

　また、同氏は税理士法人高知さくら会計
に勤務しており、同税理士法人と当行との
間に預金取引がありますが、通常の銀行
取引であり、取引の性質に照らして、株
主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれ
はないと判断されることから概要の記載を
省略します。

　直接企業経営に関与された経験はありませ
んが、長年にわたる税務行政における豊富な
経験と知見に加え、税理士としての専門的知識
も有していることから、専門的見地から客観的
かつ透明性をもって社外監査役としての役割を
適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に
選任しております。

　金融商品取引所が定める独立性の要件を満
たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがな
いと判断されることから、独立役員に指定して
おります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

　独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

　永房展子氏は、婚姻により、戸籍の氏を変更しましたが、弁護士業務を北川展子（旧氏名）で行っております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

　当行の業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にすることで、取締役（社外取締役を除く）が株価上昇によるメリットを享受する
とともに株価下落リスクも負担し、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、業績連動型株式報酬制度を
導入しております。

　業績連動報酬はポイント制としており、制度対象者に付与されるポイントは、役位に応じて付与される「役位別ポイント」80％と評価対象期間にお
ける業績指標の目標達成率に応じて付与される「業績連動ポイント」20％で構成しております。ポイントは年度毎に付与され、原則として退任時に
付与されたポイントの累積数に相当する当行の株式が交付されます。

　業績指標については、事業年度毎に業績向上への貢献意欲を高め当行の企業価値向上につなげていくことを目的に、主要指標の一つである
当期純利益を採用しております。「業績連動ポイント」は目標達成率に応じて支給率0.60～1.00の範囲としており、ポイントの付与については指名
報酬委員会の審議を経たうえで取締役会にて決定しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――



【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　平成31年3月期において取締役に支払われた報酬等の総額は、社外取締役の報酬3名分および使用人兼務取締役の使用人としての報酬2名分
を含んで122百万円であります。なお、平成20年6月26日開催の第128期定時株主総会で、取締役の報酬額は年額132百万円以内（この額には使
用人兼務取締役の使用人分の報酬は含まない。）と改定されております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　取締役の報酬は、役位毎の責任の重さに応じた基本報酬と、当行の中長期的な企業価値向上に向けた意識強化を目的とする業績連動型株式
報酬に分けられ、平成29年6月27日開催の定時株主総会において業績連動型株式報酬制度の導入および信託拠出額の範囲（当初4年間は72百
万円、延長の場合は3年毎に54百万円）を決定しております。なお、社外取締役及び監査役の報酬については、中立性と独立性の観点から基本
報酬のみとしております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外監査役を含む監査役の職務を補助するための専任スタッフを1名配置しております。また、取締役会や経営会議、リスク管理委員会の開催
に際しての資料の事前開示等も行っております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

制度はありますが、本報告書の提出日現在において対象者はおりません。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１．会社の機関の内容　

（取締役会）

　当行の取締役数は、本報告書の提出日現在、9名で構成しております。このうち3名が社外取締役です。取締役会は、法定の決議事項に加え、
重要な業務執行に関する事項につきましても、取締役会規程で定める付議基準に基づき、報告を受け、協議を行い、または決議しております。ま
た、取締役は、自らの責任において、業務の健全性と適切性の確保に努めております。なお、取締役会は、毎月1回以上開催することとしており、
平成30年度には17回開催しました。

　平成30年度に開催した取締役会への出席状況

　（本報告書提出日現在の役員のみ記載）

　取締役頭取　森下　勝彦　12回／17回（ 70％）議長

　専務取締役　和田　広男　17回／17回（100％）

　常務取締役　海治　勝彦　17回／17回（100％）

　常務取締役　三宮　昌子　17回／17回（100％）女性

　常務取締役　成瀬　　 洋　17回／17回（100％）

　常務取締役　田村　　 忍　17回／17回（100％）

　社外取締役　永房　展子　17回／17回（100％）女性

　社外取締役　別役　壽夫　13回／13回（100％）平成30年6月就任

　社外取締役　井奥　和男　令和元年6月就任

　社外監査役　山田　　 浩　17回／17回（100％）

　監査役　　　　吉田　　 剛　令和元年6月就任

　社外監査役　齊藤　照夫　17回／17回（100％）



　社外監査役　府川　　 一　17回／17回（100％）

　取締役頭取森下勝彦は、病気療養のため5回欠席しましたが、現在は回復し、取締役頭取としての活動に支障はありません。

　和田広男の氏名につきましては、JIS第1・第2水準で使用可能とされている文字以外を含んでいるため、TDnet上、使用できる文字で代用してお
ります。

（経営会議）

　経営会議は、取締役会に次ぐ経営会議体として、業務執行の意思決定及び経営の統制の適切性と円滑化の確保を図ることを目的としておりま
す。経営会議は、代表取締役及び経営統括部担当取締役のほか、取締役会が特に定めた取締役及び執行役員をもって構成しております。また、
社外取締役及び監査役が出席して意見交換を行える体制としております。会議は、原則として毎月1回以上開催することとしており、平成30年度は
25回開催しております。

　経営会議構成員（本報告書提出日現在）

　取締役頭取　森下　勝彦　（議長）

　専務取締役　和田　広男　

　常務取締役　海治　勝彦　

　常務取締役　三宮　昌子　

　常務取締役　成瀬　　 洋　

　常務取締役　田村　　 忍　

　執行役員　　 大阪支店長 　　山本　一也

　執行役員　　 本店営業部長　松田　裕邦

　執行役員　　 人事部長　　　　深見　英治

　執行役員　　 経営統括部長　吉村　卓浩

　

　和田広男の氏名につきましては、JIS第1・第2水準で使用可能とされている文字以外を含んでいるため、TDnet上、使用できる文字で代用してお
ります。　

（コンプライアンス委員会）

　コンプライアンス委員会は、委員長のコンプライアンス統括部担当取締役のほか、常勤取締役と5部長で構成しており、法令等を遵守し、自浄能
力のある組織であり続けるために、コンプライアンスに関する事項について、報告を受け、協議を行い、または決議しております。コンプライアンス
委員会は、原則3カ月毎に開催することとしておりますが、必要がある場合には随時開催しており、平成30年度には5回開催しております。　

（リスク管理委員会）

　リスク管理委員会は、委員長の経営統括部担当取締役のほか、常勤取締役、執行役員及び経営統括部長で構成し、各種リスクをその特性に応
じて適切に管理することにより、経営の健全性の確保と安定した収益の確保を図ることを目的に設置しており、リスク管理に関する幅広い事項に
ついて報告を受け、協議を行い、または決議しております。リスク管理委員会は、毎月または必要がある場合に随時開催しており、平成30年度に
は18回開催しております。

（監査役会）

　当行は、監査役制度を採用しており、本報告書の提出日現在の体制は、常勤2名、非常勤2名の計4名で、このうち3名（常勤1名、非常勤2名）は
社外監査役となっております。また、監査役の職務を補助するための専任スタッフを1名配置しております。また、当行の社外監査役は、当行のそ
の他の取締役、監査役と人的関係を有さず、当行との間に特に利害関係はありません。監査役会は、原則として毎月1回開催することとしており、
平成30年度には18回開催しております。

（指名報酬委員会）

　指名報酬委員会は、取締役4名（うち社外取締役3名）、社外監査役3名で構成しております。指名報酬委員会は、取締役等の候補者の指名及び
報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化することを目的としており、毎年1回以上開催することとしております。指名報酬委員会は
平成30年11月に設置しており平成30年度における委員会の開催は1回でありますが、本年度は本報告書提出日までに3回開催しております。

　なお、指名報酬委員会の、構成及び活動状況等につきましては、「Ⅱ．経営上の意思、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレー
ト・ガバナンス体制の状況」【取締役関係】「任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性」及び同「補足説明」をご覧ください。

２．監査の状況

　

　監査役及び監査役会は、「株主に対する受託者責任を踏まえ、コーポレート・ガバナンスを強化するため、独立した客観的な立場から取締役の
業務執行を監査する」「厳格かつ効率的な監査を実施する態勢を構築するため、内部監査部署、会計監査人との緊密な連携を保持する」ことを基
本方針としております。

（内部監査）

　業務運営部門から独立した内部監査部門として監査部を設置しており、本報告書提出日現在の人員数は10名であります。

　監査部は、業務の健全性及び適切性の維持・向上のため、本部・営業店及び連結子会社の業務運営に関して、法令等遵守態勢及びリスク管理
態勢の有効性及び適切性について監査を実施し、取締役会に報告しております。

（会計監査）

　当行は、会計監査人が、財務報告の信頼性確保に関して重要な役割を担っていることを踏まえ、高品質な監査を可能とする十分な監査時間と、
取締役、監査役及び内部監査部門との面談機会ならびに連携の確保に努めております。

　会計監査人に関する情報

　名称：有限責任あずさ監査法人

　継続監査期間：43年

　報酬：65百万円

　　（平成31年3月期、公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく）

　業務を執行した公認会計士の氏名

　　指定有限責任社員　業務執行社員：脇田　勝裕、秋山　範之

　監査業務に関する補助者構成：公認会計士5名、その他6名



３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当行は、取締役会を経営の最高意思決定機関及び監督機関としており、その他経営会議、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会等により、
経営や業務執行の重要事項について経営判断を行っています。また、監査役会設置会社として4名の監査役を選任し、そのうち3名は社外監査役
を選任しております。各監査役は、取締役会のほか、各種重要会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、本部及び各営業店で、業務及び
財産の状況を調査するなど、中立・公正な見地から客観的に経営及び業務執行に関する監査を行っており、経営監視機能の客観性及び中立性
は確保できていると考えております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会招集通知の早期発送に努めております。

集中日を回避した株主総会の設定
株主総会開催日の適切な設定など、株主からの質問・意見を幅広くお伺いできるような株
主総会の運営に努めております。平成31年3月期の定時株主総会は令和元年6月25日に
開催しました。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

平成30年3月期の定時株主総会より導入しております。

その他
「株主総会招集ご通知」及び「株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項」
を、「株主総会招集ご通知」の発送前に、TＤｎｅｔへ開示するとともに、当行ホームページに
掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

個人投資家向けに定期的説明会を開催 　毎年、会社説明会を開催して、決算内容等の説明を行っております。 あり

IR資料のホームページ掲載
　決算短信、ディスクロージャー誌、ニュースリリース、決算説明会資料、コー
ポレートガバナンス報告書等をホームページに掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 　経営統括部内に広報調査室を設置しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」に、当行は、持続的な成長及び中長期的
な企業価値の向上のために、「経営目標」に掲げたお客さま、株主、地域社会、職員など、
あらゆるステークホルダーを尊重し、適切な協働に努めることを定めております。

　また、「行動憲章」及び「倫理法令遵守の基本方針（コンプライアンスポリシー）」におい
て、経営等の情報の積極的かつ公正な開示をはじめとして、広く社会とのコミュニケーショ
ンを図る旨を明記し、業務に取り組んでおります。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　当行は、全てのステークホルダーに対し、より高い価値を提供し、地域社会の持続的な発
展に貢献していくことを経営目標に掲げ、ＣＳＲ活動に積極的に取り組んでおります。

□地域活性化への取り組み

　当行は、「高知県産業振興計画」における地域アクションプランの各戦略に沿って、高知
県及び県下市町村の様々な事業に積極的に関与しております。また、地域企業の皆さま
の事業に対する理解を深めて、課題を共有し、よりきめ細やかなソリューションの提供に努
めております。

□社会貢献活動への取り組み

　当行は、地域の振興に向けた様々な活動を通じて、地域の発展と暮らしの向上に貢献し
てまいります。

□働きがいのある職場づくりへの取り組み

　当行は、職員がその能力を最大限に発揮して、いきいきと働ける環境づくりに努めており
ます。

　

　ＣＳＲ活動に関する取り組みの状況は、当行ホームページで情報開示しております。



ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」に、当行は、財務情報や経営戦略、各種の
リスク情報など非財務情報について、会社法、銀行法、金融商品取引法及びその他の法
令等に基づく開示はもとより、法令に基づく開示情報以外についても自主的な情報開示に
努める旨定めております。また、開示情報は正確で分かり易いものとし、公正かつ平易な
方法による適時適切な開示に取り組んでおります。

その他

□女性の活躍推進に関する取り組み

　当行は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づ
き、一般事業主行動計画（計画期間平成31年4月1日～令和4年3月31日）を策定いたしまし
た。本計画に沿って、女性が管理職として活躍できる環境の整備に取り組んでまいります。

〔目標ならびに取組内容〕

・男女の平均継続勤続年数の差異の縮小

　⇒男女の平均継続勤続年数の差異目標を80％以上とする。

・女性管理職数（取締役を含む）を増やす

　⇒管理職の女性比率実績24.5％ ＞＞＞30％以上

　⇒総合職の女性比率実績 8.1％＞＞＞10％以上

・ワークライフバランスを実現できる職場環境の整備

　⇒所定外労働時間実績17時間12分＞＞＞15時間以内

　⇒有給休暇取得率実績 53.9％＞＞＞60％以上

□ダイバーシティ推進、仕事と育児の両立支援

　当行は、これまで、「次世代育成支援対策推進法」に基づく認定マーク「プラチナくるみん」
や「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく「えるぼし」を取得するな
ど、職員の仕事と子育ての両立支援制度の拡充や女性が活躍できる雇用環境の整備に
努めてきました。当行では現在、2名の女性取締役が活躍しております。

　平成31年3月には、女性活躍推進に優れた企業として、経済産業省及び東京証券取引所
が実施する平成30年度「準なでしこ」銘柄に選定されました。

　今後も多様な人材の経験や価値観を尊重し、互いの能力を最大限に発揮できる職場環
境の整備に努め、ダイバーシティの推進に積極的に取り組んでまいります。

□健康経営

　当行は、職員及びその家族の健康が、地域社会の発展と当行の成長に欠かせない要素
であることから、健康経営をより一層推進していくため、平成30年6月に「健康経営宣言」を
制定しました。平成31年2月には、経済産業省及び日本健康会議が実施する「健康経営優
良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2019（大規模法人部門）ホワイト500」に認
定されました。

　職員が心身ともに健康でその能力を最大限に発揮していきいきと働けるように、当行は、
職員とその家族の健康の維持、増進に取り組んでまいります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

【内部統制システムについて】

　当行では、健全で透明度の高い経営システムの構築を図っていくため、内部統制システムの整備を行っており、同システムを有効に機能させる
ために必要な情報伝達機能が確保されるよう、取締役会付議基準をはじめとした、様々なレポーティングラインを確立するとともに、内部通報制度
（「企業倫理ホットライン」）を設け、非公式情報の伝達システムも構築しております。

内部統制システム構築のための基本方針を次のとおり定め、これらの取組みを通して、内部統制システムの整備を図っております。

１．取締役及び職員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（1）取締役及び職員等は、法令等の遵守は経営の最重要課題であると明記した「コンプライアンス規程」をはじめ、コンプライアンスに関する規程
類を遵守する。

（2）コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス全般に関する事項について審議・決定し、取締役会に定期的に報告もしくは付議する。

（3）コンプライアンスに関する統括部署としてコンプライアンス統括部を設置し、各部店の部店長をコンプライアンス責任者として、その下にコンプラ
イアンス担当者を配置したコンプライアンス体制を構築する。

（4）事業年度毎に「コンプライアンス・プログラム」を取締役会において策定し、コンプライアンス統括部は全体の進捗状況及び評価等についてコン
プライアンス委員会及び取締役会へ報告する。

（5）コンプライアンス研修を研修計画に織り込むとともに、各種研修の場においてもコンプライアンスについての啓蒙時間を設ける。

（6）不祥事故防止の観点から、人事ローテーションや連続休暇制度等の職場離脱制度を実施する。

（7）法令等違反による不祥事や各リスク顕現化の防止及び早期発見、自浄プロセスの機動性向上等のために「企業倫理ホットライン」を設け、この
運営を確保するために「内部通報制度実施規程」を整備する。

（8）財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制」の基本方針を定め、同基本方針に基づき財務報告の有効性を確保するため
の体制を整備する。

（9）監査部は各部店におけるコンプライアンスを含む内部管理態勢等の有効性、適切性について監査する。

（10）監査役は、取締役及び職員等の法令等遵守体制、リスク管理体制、財務情報その他企業情報を適正かつ適時に開示するための体制につい
て、取締役が適切に構築し運用しているかを監視・検証し、必要に応じて改善を助言又は勧告する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

（1）職務の執行に係る文書は文書保存を定める行内規程類に基づき、適切に管理する。

（2）取締役の意思決定に係る文書については、各会議体の規程に、それぞれの付議基準を明確に定めるとともに、議事録を作成し、適切に保存
及び管理する。

（3）内部情報の管理のための規程類を定め、経営統括部が一元管理するとともに、関係各部と連携して研修や臨店等で周知・徹底する。また、開
示情報も経営統括部が統括・管理を行う。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（1）信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスクについてリスク管理方針を定めリスクを統合的に管理する。

（2）リスク管理の統括部署を経営統括部とし、リスク管理委員会を設置して各リスクを統合的に管理する。各リスクが顕現化し、頭取が経営に与え
る影響が極めて重大で緊急な対応が必要と認めた場合、対応する機関として対策本部を設置し、緊急時の管理体制を敷く。

（3）取締役会はリスクの適切かつ有効な内部管理態勢の構築と運用を図るため、リスク管理に係る業務執行を決定し、リスク管理に係る事項につ
いて付議または報告を受け、必要な意思決定と指示を行う。

（4）リスク管理プログラムならびに各種施策を取締役会において決定し、各リスク管理態勢の機能状況については担当取締役が取締役会に報告
する。

（5）事業年度毎に監査基本方針と監査計画を取締役会で決定し、監査部はそれに基づき監査を実施するとともに取締役会に監査の実施状況お
よび結果について定期的に報告する。

（6）自然災害、風評リスク、情報漏洩、システム停止等の要因による緊急事態が及ぼす損失・影響を最小限に抑えるとともに、事態の早期収拾を
図るため、平時からの危機管理態勢を構築する。

（7）地震の発生や病原菌感染の拡大等においても、継続すべき重要業務等を定めた「業務継続計画」に基づき、決済機能等を円滑に運行する体
制を確保する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（1）取締役及び職員等の職務の執行が効率的に行われるよう、職務権限規程を制定し業務遂行における取締役、本部及び営業店の各職位の権
限と責任を明確にする。

（2）取締役会は経営会議やリスク管理委員会等の下位会議体へ委任することで取締役が職務の執行を効率的に行うことができるように、各会議
体の権限を明確にする。

（3）コンプライアンスに関する諸問題についてはコンプライアンス委員会で審議したうえで、取締役会に付議する。

５．次に掲げる体制その他の当行及び当行子会社から成る企業集団（以下、「当行グループ」という。）における業務の適正を確保するための体制

（1）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制

・関係会社管理規程にて子会社が当行に協議・報告すべき事項を定め、業績や財務状況については毎月、その他業務執行に係る重要事項につ
いては随時報告を求めて、適切に管理する。

（2）子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・リスク管理方針において当行グループのリスク管理態勢を定め、統括部署を経営統括部とし、グループ全体のリスクを統括的に管理する。

・当行グループの平時からの危機管理態勢を構築するため、危機管理規程を定めるとともに、当行並びに子会社各社で業務継続計画（ＢＣＰ）を
定め、経営統括部が統括的に管理する。

（3）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・子会社においても、業務の決定及び執行についての相互監視が適切になされるよう、取締役会と監査役を設置する。

・関係会社管理規程や関係会社人事管理運用規程・与信管理規程に基づき、子会社の業務執行に際して適切な管理・指導を行う。

（4）子会社の取締役等及び職員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・子会社の「コンプライアンス・プログラム」策定にも当行が関与し、進捗状況等については当行取締役会で検証するとともに、当行監査部において
子会社の法令等の遵守状況等について監査する。

・子会社においてもそれぞれコンプライアンスに関する規則・マニュアルを制定し、責任者を配置する。



６．監査役がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

（1）監査役の職務を補助するため、監査役と協議のうえで必要な人員を常時配置する。

７．前号の職員の取締役からの独立性及び当該職員に対する指示の実効性の確保に関する事項

（1）監査役の職務を補助する常勤者は、他部署の役職員を兼務せず、監査役以外の者からの指揮命令を受けない。

（2）監査役の職務を補助する常勤者の任命及び異動については、あらかじめ監査役会の意見を聴取し、これを尊重する。

（3）監査役の職務を補助する常勤者の人事考課については、監査役会の同意を得る。

８．次に掲げる体制その他の当行の監査役への報告に関する体制

（1）当行の取締役及び職員等が監査役に報告をするための体制

・当行の取締役及び職員等は、職務の執行状況等について、監査役から報告を求められた場合、速やかに適切な報告を行う。

・内部通報制度実施規程に基づく「企業倫理ホットライン」を用いて役職員が監査役に通報できる制度を定める。

・法令等の違反行為、当行に著しい損害を及ぼす恐れのある事実等を予知あるいは発見した場合に監査役に報告する時期・方法等について明記
し、役職員に周知徹底する。

（2）子会社の取締役・監査役及び職員等又はこれらの者から報告を受けた者が当行の監査役に報告をするための体制

・子会社の役職員等は、職務の執行状況等について、当行監査役から報告を求められた場合、速やかに適切な報告を行う。

・内部通報制度実施規程に基づく「企業倫理ホットライン」を用いて子会社の役職員等が当行監査役に通報できる制度を定める。

９．監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

（1）内部通報制度実施規程において、報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを定める。

10．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
に関する事項

（1）監査役がその職務の執行について、当行に対して費用の前払等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用又
は債務が当該監査役の職務の執行に必要ないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

11．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（1）株主総会に提出する監査役選任議案については、あらかじめ監査役会と協議を行い、決議する。

（2）監査役が取締役会、経営会議、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会その他の重要な会議に出席できることを各規程において明記す
る。

（3）監査部監査で得た情報については必要に応じて監査役に提供し、その円滑な職務の遂行に協力する旨を監査規程に定める。

（4）代表取締役は、監査役会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意
見交換をする。

（5）監査役は必要に応じ、内部監査部門等に対して調査を求めることができる。

（6）監査役及び監査役会が会計監査人と定期的に会合を持つなど緊密な連係を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、効率的な監査を実
施する体制を確保する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

【反社会的勢力排除について】

　市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、同勢力からの不当要求は断固として拒絶します。

　反社会的勢力排除に向けた基本方針を以下のとおり定め、これらの取組みを通して体制の整備を図っております。

（1）反社会的勢力対応の統括部署をコンプライアンス統括部とし、各部店の部店長を不当要求防止の責任者とする。新聞報道や営業店等からの
反社会的勢力に関する情報は、当行グループで共有し、統括部署で一元管理する。

（2）「反社会的勢力への対応に係る基本方針」を制定し、反社会的勢力による被害の防止と関係遮断に向けた取組みを推進する。

（3）反社会的勢力への対応にあたっては、弁護士、管轄警察署、暴力追放運動推進センターと連携する。また、各地の公安委員会が開催する「不
当要求防止責任者講習」を積極的に受講する。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――
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